
告 示

�愛媛県告示第１２２５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２２６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２２７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

ひ か り 歯 科 医 院 今治市登畑甲１３１番地１ 平成２６年９月１日

フロンティア薬局宇和れん
げ店

西予市宇和町永長１２５番
地１ 平成２６年９月２０日

西予市立西予市民病院 西予市宇和町永長１４７番
地１ 平成２６年９月２１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
西予ひまわり薬局

西予市宇和町永長１２３－
３ 平成２６年１０月１日

（変更前）
ひまわり薬局

毎週（火・金）曜日発行 第２６２１号 平成２６年１１月７日

平成２６年１１月７日金曜日 第２６２１号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１２２８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により

指定した施術機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２２９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように再開した旨の届出があった。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ハ ッ ピ ー 薬 局 松 前 店 伊予郡松前町筒井４００－
１ 平成２６年８月３１日

ひ か り 歯 科 医 院 今治市登畑甲１３１番地１ 平成２６年８月３１日

フロンティア薬局卯之町店 西予市宇和町卯之町一丁
目４０４番地 平成２６年９月１９日

施 術 機 関 施 術 所 廃 止

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

冨 永 清 亀 繭 松 前 店 伊予郡松前町北黒田６１３
－１５

平成２６年
８月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 再開年月日

寺 井 歯 科 医 院 宇和島市新田町１－２－
３８ 平成２６年９月４日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人亀天会 西条市三芳１５３５番地１ 西条市在宅介護支援センター
亀天荘

（変更後）
西条市三芳１５３５番地１

平成２５年４月１日
（変更前）
西条市大野１９０－１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

独立行政法人地域医療機能推
進機構

東京都港区高輪三丁目２２番１２
号

独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院

宇和島市賀古町二丁目１番３７
号 平成２６年６月１日

品 川 勝 美 今治市桜井二丁目５番７号 ひかり歯科医院 今治市登畑甲１３１－１ 平成２６年８月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

品 川 勝 美 今治市桜井二丁目５番７号 ひかり歯科医院 今治市登畑甲１３１－１ 平成２６年８月３１日

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９３４



��������������

�愛媛県告示第１２３３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

東予地域森林計画を立てたいので、同法第６条第１項の規定により、

当該地域森林計画の案を東予地方局産業経済部森林林業課において

告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２３４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

今治松山地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を東予地方局産業経済部今治

支局森林林業課及び中予地方局産業経済部森林林業課において告示

の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２３５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

南予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を南予地方局産業経済部森林林業

課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２３６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

肱川地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を南予地方局産業経済部八幡浜支

局森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２３７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第５項の規定に基づき、

中予山岳地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を中予地方局産業経済部久万

高原森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２３８号
保安林の指定施業要件の変更予定（平成２６年８月愛媛県告示第９６

０号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨

を告示する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町高田丁６２
７の２

千葉県市川市二俣６７８番地

中 田 悦 司
森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県第１２３９号
愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告示第６０７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県建設工事請負業者選定要領の規定は、平成２７年度以降の格付けについて適用し、平成２６年度の格付けについては、なお従

前の例による。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（業者の格付け）

第３条 格付けは、次に掲げる要件のすべてを満たす者で建設工事

入札参加資格審査申請書（様式第１号）を提出したものについて

行うものとする。

�～� 省略

� 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届

出、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定に

よる届出及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規

定による届出をしていること（これらの規定が適用されない場

（業者の格付け）

第３条 格付けは、次に掲げる要件のすべてを満たす者で建設工事

入札参加資格審査申請書（様式第１号）を提出したものについて

行うものとする。

�～� 省略

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９３５



様式第１号を次のように改める。

合を除く。）。

� 省略

２・３ 省略

（建設工事入札参加資格審査申請書等）

第４条 前条第１項の建設工事入札参加資格審査申請書は、次に掲

げる書類を添付し、随時、知事に提出することができる。ただ

し、別に定める期間内に提出するよう努めるものとする。

�～� 省略

� 前条第１項第４号の要件を満たすことを証する書類（前号の

書類により当該要件を満たすことを確認できない場合に限

る。）

２ 省略

３ 前条第１項の建設工事入札参加資格審査申請書提出後、次の各

号（本県に主たる営業所を有する業者にあつては、第１号から第

６号までに限る。）に掲げる事項について変更が生じたとき、又

は本県に主たる営業所を有しない業者が建設業法第２９条若しくは

第２９条の２第１項の規定により許可を取り消されたときは、建設

工事入札参加資格審査申請書変更届出書（様式第２号）を知事に

提出しなければならない。

�～� 省略

（格付けの抹消 ）

第６条 建設業法第１２条各号のいずれかに該当することとなつたと

き、又は同法第２９条若しくは第２９条の２第１項の規定により許可

を取り消されたときは、格付けを抹消する 。

� 省略

２・３ 省略

（建設工事入札参加資格審査申請書等）

第４条 前条第１項の建設工事入札参加資格審査申請書は、次に掲

げる書類を添付し、随時、知事に提出することができる。ただ

し、別に定める期間内に提出するよう努めるものとする。

�～� 省略

２ 省略

３ 前条第１項の建設工事入札参加資格審査申請書提出後、次の各

号（本県に主たる営業所を有する業者にあつては、第１号から第

６号までに限る。）に掲げる事項について変更が生じたとき、又

は本県に主たる営業所を有しない業者が建設業法第２９条若しくは

第２９条の２ の規定により許可を取り消されたときは、建設

工事入札参加資格審査申請書変更届出書（様式第２号）を知事に

提出しなければならない。

�～� 省略

（格付けのまつ消）

第６条 建設業法第１２条各号のいずれかに該当することとなつたと

き、又は同法第２９条若しくは第２９条の２ の規定により許可

を取り消されたときは、格付けをまつ消する。

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９３６



様式第１号（第３条、第４条関係） 建設工事入札参加資格審査申請書

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号
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�愛媛県告示第１２４０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量を実施する旨の通知があった。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（登記所備付地図作成に伴う基準点設置

作業）

２ 作業期間 平成２６年１１月２５日から

平成２７年２月２７日まで

３ 作業地域 松山市持田町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目

紅葉町及び道後公園の全部

�������
�愛媛県告示第１２４１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場菊本地区

新居浜市菊本町一丁目１０番１号

３ 特定施設に関する事項

Ｚ－９０１ ＬＢＲろ過機

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �３排水口

�������
�愛媛県告示第１２４２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第３７号ハ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２．５トン処理

設 置 年 月 日 平成３年７月１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 年間９０日使用予定

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５～６

最大 ４～７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，５００

最大 １，９５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０以下

最大 ２０以下

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．２

最大 ２．６

備考 汚水等は、新居浜地区のＮＢＴ新居浜総合排水処理施設にて処理する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～７．５

最大 ６．５～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１．２

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，４７４

最大 ２７，５５７

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．０

最大 １９．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３３

最大 ４７

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．９

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６，９０２

最大 ４０，７４８

備考 この他に、雨水排水口が１８箇所ある。

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９４３



等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 十倉 雅和

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２４

号イ、ロ、ニ及びホ、第２７号イ、ロ、ハ、ヌ及びル、第３２号イ、

ロ及びニ、第３３号ロ、ハ及びヌ、第３５号イ、ロ及びハ、第３７号イ、

ロ、ハ、ニ、ホ、ヌ、ヨ及びタ、第４６号イ、ロ及びニ、第７１号の

４並びに第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

変更なし

� 東総合排水口

変更なし

備考 この他に雨水排水口が３４箇所（今回２箇所廃止し、１

箇所新設する。また、１箇所位置を変更する。）ある。

�������
�愛媛県告示第１２４３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年１１月７日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年１０月２４日

３ 指定道路の位置

四国中央市寒川町字原口２０５５番２、２０５５番４、２０５５番６、２０５５

番７及び２０５５番８の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ４８．９０メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第１２４４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県中予保健所長 三 木 優 子

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ヤマキフーズ株式会社

伊予郡松前町大字大間２３５番地

取締役社長 木下孝幸

２ 工場の名称及び所在地

ヤマキフーズ株式会社

伊予郡松前町大字大間２３５番地

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第３号 ホ湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 断 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６～９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 有 り

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３２０

最大 ４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ３．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６

最大 ２０

備考 汚水等の量は、事業場内の湯煮施設から排出される量の合計

設 置 年 月 日 平成１９年１月１８日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理化学処理

処 理 施 設 の 型 式 流動床式活性汚泥方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製 地上設置型

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４．５メートル 横４２メートル
高さ５．８メートル

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９４４
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５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第５排水口（合併浄化槽排水及び冷却水）

� 第６排水口（排水処理水及び冷却水）

�愛媛県告示第１２４５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年１１月７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１２４６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２６年１１月７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２７０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和処理、活性汚泥処理及び凝集沈殿処
理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 有 り

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６００

最大 ８００

通常 １５

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５００

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６０

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

通常 １

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４１

最大 ２５８．７

通常 ２４１

最大 ２５８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８

最大 １

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 ０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０９

最大 ４１１．３

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６

最大 ７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７４１

最大 ９０８．７

備考 この他に、雨水排水口が６箇所ある。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第２６号

平成２６年１０月２８日
伊予郡松前町大字上高柳字久保田４２８番１

茨城県石岡市小幡４５４６番地

宮 田 歩

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９４５
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�愛媛県告示第１２４７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の規定により、次のとおり指

定一般相談支援事業者を指定した。

平成２６年１１月７日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１２４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１３６００１２３ 一般社団法人うちこ就
労支援福祉会

愛媛県喜多郡内子町五
十崎甲９１８番地 佐 野 善 徳 就労継続支援

Ｂ型 ほうしこ作業所 愛媛県喜多郡内子町城
廻６１３番地１

平成２６年
１１月１日

３８１４０００２６５
ＮＰＯ法人 ＣＡＳＡ
ＪＯＨＡＮＮＥ ヨ

ハネの家
愛媛県南宇和郡愛南町
御荘平城１９７６番地 岡 澤 朋 子 生活介護

ＮＰＯ法人 ＣＡＳＡ
ＪＯＨＡＮＮＥ ヨ

ハネの家
愛媛県南宇和郡愛南町
御荘菊川１１５８番地２

平成２６年
１１月１日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支援の種類

指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３０４００２４２ 社会福祉法人 弘正会 愛媛県八幡浜市五反田
１番耕地７６番地３ 上 村 容志枝 地域移行支援

相談支援事業所 地域
活動支援センター く
じら

愛媛県八幡浜市五反田
１番耕地１０６番地

平成２６年
１１月１日

３８３０４００２４２ 社会福祉法人 弘正会 愛媛県八幡浜市五反田
１番耕地７６番地３ 上 村 容志枝 地域定着支援

相談支援事業所 地域
活動支援センター く
じら

愛媛県八幡浜市五反田
１番耕地１０６番地

平成２６年
１１月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町三机乙３５２６番２から

同町三机乙３５３８番２まで

旧 ３．９～１９．２ ０．１７０

新 １５．８～３１．０ ０．１７０

〃 〃
西宇和郡伊方町三机乙３８０４番１地先から

同町三机乙３７８８番２まで

旧 ４．０～４７．８ ０．０８３

新 １９．４～５６．２ ０．０８３

〃 〃 西宇和郡伊方町三机乙３５８７番６

旧 １１．１～１４．８ ０．０１６

新 １３．２～１６．６ ０．０１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字蕨生１２３９番２から

同大字１２４３番４まで
平成２６年１１月７日

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２６年１０月３１日あったので公表する。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２６年度年末一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２６年１１月１１日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

特定医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

一般財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人 新居浜精神衛生研究
所 財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�������
�公 告

平成２７年度及び平成２８年度において県が発注する建設工事に係る

競争入札又は随意契約の見積り（以下「競争入札等」という。）に

加わろうとする者に必要な資格（以下「資格」という。）並びにそ

の審査の申請（以下「申請」という。）の時期及び方法等を、次の

とおり定めた。

平成２６年１１月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 工事種別

� 土木一式工事

� 建築一式工事

� 大工工事

� 左官工事

� とび・土工・コンクリート工事

� 石工事

� 屋根工事

� 電気工事

	 管工事


 タイル・れんが・ブロック工事

� 鋼構造物工事

� 鉄筋工事

 舗装工事

� しゅんせつ工事

� 板金工事

� ガラス工事

� 塗装工事

� 防水工事

� 内装仕上工事

� 機械器具設置工事

� 熱絶縁工事

� 電気通信工事

� 造園工事

� さく井工事

� 建具工事

� 水道施設工事

� 消防施設工事

� 清掃施設工事

２ 建設工事に係る競争入札等に加わることができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により県の入札に参加させないこととされている者

３ 資格

� 競争入札等に加わることができる者は、次のいずれかに該当

する者とする。

ア 愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告

示第６０７号。以下「業者選定要領」という。）第２条の規定

による等級別格付け（以下「格付け」という。）をされた者

イ 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛

媛県告示第１２７５号。以下「共同企業体要綱」という。）第１２

条第２項において例によることとされる業者選定要領の規定

による格付けをされた経常建設共同企業体

ウ 共同企業体要綱第５条から第９条までに定める資格要件を

満たすものとして、共同企業体要綱第１１条第２項の通知を受

けた特定建設工事共同企業体（特定建設工事共同企業体が加

わることができる競争入札等の場合に限る。）

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、資格
を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出した手形

又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている

者

４ 申請の時期

平成２６年１１月１７日（月）から１２月１９日（金）までの執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。

なお、その後も、随時申請を受け付けるが、この場合には、競

争入札等に間に合わないことがある。

また、特定建設工事共同企業体に係る申請は、共同企業体要綱

第１０条の規定による特定建設工事共同企業体による競争入札の公

告の日以後に受け付ける。

５ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法

� 請求先

県のホームページのえひめの土木

（http://www.pref.ehime.jp/h40180/5739/index.html）からダ

ウンロードするか、又は別表の提出先に請求する。

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９４７



� �及び�の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体に係
る申請書類の請求先及び提出先は、共同企業体要綱第１０条の規

定による特定建設工事共同企業体による競争入札の公告に定め

るところによる。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語とする

こと。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の訳文を

付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出

納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する

外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。

７ 特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとする者の取扱い

� 特定調達契約（愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第１条に規定す

る特定調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札等に加わ

ろうとする者は、申請書類を提出する際に、特定調達契約に係

る競争入札等参加表明書（様式第１号。以下「参加表明書」と

いう。）を提出すること。ただし、申請書類を提出した後にお

いて、特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとするときは、

随時、参加表明書のみを提出すること。

� 参加表明書を提出した者には、資格の審査結果を特定調達契

約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書（様式第２号）に

より通知する。

８ 資格の効力

資格は、平成２７年度及び平成２８年度の建設工事に係る競争入札

等について効力を有する。ただし、特定建設工事共同企業体に係

る資格は、当該特定建設工事共同企業体を結成して加わろうとす

る競争入札等について効力を有する。

９ 平成２９年度及び平成３０年度の資格審査

平成２９年度及び平成３０年度の建設工事に係る競争入札等に加わ

ろうとする者の資格については、平成２８年１０月に公示を行う予定

であるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

１０ 問合せ先

愛媛県土木部管理局土木管理課建設業係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６４４

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号
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別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県土木部管理局土木管理課
〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
電話番号 ０８９－９１２－２６４４

県外及び測量・建設コンサル
タント等

愛媛県東予地方局四国中央土木事務所用地管理課
〒７９９－０４０４
四国中央市三島宮川四丁目６番５３号
電話番号 ０８９６－２４－４４５５（内線２５５）

四国中央市

愛媛県東予地方局建設部管理課
〒７９３－００４２
西条市喜多川７９６番地１
電話番号 ０８９７－５６－１３００（内線４０７）

新居浜市及び西条市

愛媛県東予地方局今治土木事務所管理課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２３－２５００（内線２６２）

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局建設部管理課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９４１－１１１１（内線４１７）

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局久万高原土木事務所用地管理課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１
電話番号 ０８９２－２１－１２１０（内線４１５）

上浮穴郡

愛媛県南予地方局大洲土木事務所事業管理課
〒７９５－８５０４
大洲市田口甲４２５番地１
電話番号 ０８９３－２４－５１２１（内線３０６）

大洲市及び喜多郡

愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所管理課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－４１１１（内線４０６）

八幡浜市及び西宇和郡

愛媛県南予地方局西予土木事務所事業管理課
〒７９７－００１５
西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地
電話番号 ０８９４－６２－１３３１（内線２８２）

西予市

愛媛県南予地方局建設部管理課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－５２１１（内線４０７）

宇和島市及び北宇和郡

愛媛県南予地方局愛南土木事務所用地管理課
〒７９８－４１９４
南宇和郡愛南町御荘平城３０４８
電話番号 ０８９５－７２－１１４５（内線２３３）

南宇和郡

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号
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様式第１号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号
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様式第２号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

愛 媛 県 報平成２６年１１月７日 第２６２１号

９５１



選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第６６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２６年１１月７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１７６，４８３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，５３０

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４７，０６１

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，６０９ １４，５３７

南 宇 和 郡 ２０，２４７ ６，７４９

松山市・上浮穴郡 ４２９，７９８ １３８，３００

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４３，７９５ ４７，９３２

宇和島市・北宇和郡 ８１，９４２ ２７，３１４

八幡浜市・西宇和郡 ４０，５７３ １３，５２５

新 居 浜 市 １００，８６５ ３３，６２２

西 条 市 ９２，２９８ ３０，７６６

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，４５１ １７，８１７

伊 予 市 ３１，７８２ １０，５９４

四 国 中 央 市 ７５，１２８ ２５，０４３

西 予 市 ３５，００７ １１，６６９

東 温 市 ２７，９８８ ９，３３０

平成２６年１１月７日 発行
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